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別添 募集要項第１ ３ 委託業務内容 

（託児サービス） 

 

令和６年度離職者等委託訓練委託業務仕様書 

 

１ 託児サービスの設定  

別添「託児サービス提供の詳細」のとおり 

 

２ 託児サービス利用対象者   

     次のいずれにも該当する者であること。 

 ①  就学前の児童の保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する 

   者をいう。以下同じ。）であって、職業訓練を受講することによって、当該児童を保育する 

ことができない者、かつ、同居親族その他の者が当該児童を保育することができない者。なお、 

就学前の児童とは、児童福祉法第４条において定める児童のうち就学前の児童とし、次の 

(a)、(b)に分類されること。 

      (a)乳児：満 1歳に満たない者 

    (b)幼児：満 1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 

  ② 県が利用希望者から提出された託児サービス利用申込書等に基づき、当該訓練受講に際し、

託児サービスの利用が必要であると認めた者 

   

３ 委託費 

 ① 託児サービスの実施に必要な経費（以下「託児サービス経費」という。）は、託児サービ   

  ス提供機関における一般の利用者の利用単価と同額であることとし、児童１人１月当たり   

  ６６，０００円（外税）を上限とする。 

 また、幼稚園に通っている児童の夏季休暇等の期間（以下「一時的利用期間」という。） 

及び算定基礎月が１か月に満たない期間については、１日当たり３，３００円（外税）を上  

限とする。なお、一時的利用期間及び算定基礎月が１か月に満たない期間の場合であっても 

１月当たりの上限は６６，０００円（外税）を上限とする。 

② 託児サービス経費は、原則として訓練終了後、請求書を受理した日から３０日以内に支払

うものとする。 

【年度をまたぐ訓練の場合】 

年度毎の契約額の範囲内において、年度毎に要した委託費について受託者の請求に基づき

支払うが、初年度分に要した経費に関しては、訓練期間、訓練が修了しているか否かに関わ

らず、当該年度末をもって支払う。ただし、訓練期間が年度をまたぐ場合は、年度をまたぐ

月については全ての委託費を終了年度で支払うこととする。 
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(別添) 

託児サービス提供の詳細 

 

１ 託児サービスの提供方法 

  次のいずれかの方法により託児サービスを提供すること。 

（１） 施設内サービス 

委託訓練を実施する機関（以下「訓練実施場所」という。）の施設内において、訓練実施

機関自らが又は委託により、託児サービスを提供する。 

（２） 施設外託児サービス 

 訓練実施場所の施設外において、訓練実施機関自らが又は委託により、託児サービスを提

供する。 

 この場合であっても、原則として受講者自らが施設外託児サービス提供場所まで児童の送迎

を行う必要がある。 

 なお、訓練実施場所の近隣において施設外託児サービスの提供ができない場合、訓練実施場

所には受講者と施設外託児サービス提供機関との間で児童の引渡しを行う場所を設け、施設外

託児サービス提供機関は送迎中の安全に配慮のうえ、その場所まで児童の送迎を行う等、必要

に応じて対応すること。 

 また、近隣の施設外託児サービスの場所は、訓練実施場所から通所可能な適切な距離にある

場所であること。 

 

２ 託児サービス提供機関 

  次の（１）から（３）の基準について、いずれも該当する機関であること。 

（１） 児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）に定める次のいずれかの施設において託児サービスを 

   実施すること。 

① 保育所（児童福祉施設最低基準（昭和 23年厚生労働省令第 63号）を満たしているもの）（原

則として、保育所で行われる一時預かり事業に限る） 

② 小規模保育事業（児童福祉法に規定する基準を満たしているもの） 

③ 家庭的保育事業（家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成 26 年厚生労働省令第

61号）を満たしているもの） 

④ 認定こども園（児童福祉法に規定する基準を満たしているもの） 

⑤ 認可外保育施設（認可外保育施設指導監督基準（平成 13年 3月 29日付け雇児発第 177号）を

満たしているもの） 

⑥ 一時預かり事業を行う施設（児童福祉法第 34条の 12に規定する基準を満たしているもの） 

（２） 託児サービス機関自らが、託児中の事故等に備え、傷害保険、賠償責任保険等に加入するこ 

   と（保育を受ける児童及び保育者の双方を対象としたもの）。 

（３） 児童福祉法等の関係法令及び通知を遵守すること。また、岐阜県において定める基準等を遵 

     守すること。 

 

３ 託児サービスの提供内容（保育内容） 

  託児サービスの提供は、訓練時間中及び休憩時間中とし、児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）

に定める保育所及び一時預かり施設においては、児童福祉施設最低基準（昭和２３年厚生労働省令

第 63 号）を満たす保育内容を、認可外保育施設においては、認可外保育施設指導監督基準（平成

13年 3月 29日付け雇児発第 177号）を満たす保育内容、小規模保育事業、家庭的保育事業及び認
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定こども園についても関係法令等に基づく基準を満たす保育内容を提供すること。 

  なお、授乳・補水補助については託児サービス提供業務に含むものとするが、食事等の補助につ

いては、託児サービス提供機関等と協議の上、託児サービスの提供内容に含むものとするか否かを

決定すること。 

 

４ 託児サービスの利用料 

  託児サービスの利用料は無料とする。 

  ただし、託児サービスに含まれない食事・軽食（ミルク、おやつを含む）代、おむつ代等、実

費分については、受講者（保護者）の負担とする。 

 

５ 託児サービス内容の説明等 

  託児サービス提供内容、保護者（受講者）の負担となる実費分等について、受講者募集の際に必

ず書面において利用希望者に周知すること。 

託児サービスの利用希望者に対して、提供される託児サービスを利用するための契約内容及び

その履行に関する事項について説明し、契約内容を記載した書面を託児サービスの利用希望者に

交付すること。 

 【書面交付事項】 

  ・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地 

  ・当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項 

  ・施設の名称及び所在地 

    ・施設の管理者の氏名及び所在地 

    ・当該利用者に対し提供するサービスの内容 

    ・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額 

    ・提携する医療機関の名称、所在地及び提供内容 

  ・託児サービスを提供する機関における、利用者から苦情を受け付ける担当職員及び連絡先 

 

６ 託児サービスの実施に係る報告等 

    託児サービス提供機関は、託児サービスの実施に係る日誌を作成し、訓練修了時に提出すること。 

  日誌の用紙については、Ａ４両面印刷とし、託児所ごとに作成すること。 


